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開議 午後１時00分 

 

○議長（永並 啓君） 

  皆様、こんにちは。 

  ただいまの出席議員は12名であります。

定足数に達しておりますので、これより本

日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付にとおり

でございます。 

  日程第１「第55号議案から第66号議案ま

で」を議題といたします。 

  これに対する各常任委員会の報告を求め

ます。 

  総務建設常任委員会、池田忠史委員長。 

○総務建設常任委員会委員長（池田忠史君） 

  それでは、御指名をいただきましたので

総務建設委員会の報告をさせていただきま

す。 

  総務建設常任委員会は、令和７年12月４

日午前９時30分より開会し、午前11時５分

に閉会いたしました。 

  委員会の出席者は、西副委員長、髙野委

員、才脇委員、中川委員、秋元委員、私、

委員長の池田の計６名であります。委員外

出席として永並議長が出席いたしました。 

  当委員会に付託された議案は２議案であ

ります。 

  審査の内容を報告いたします。 

  まず、第61号議案、猪名川上流広域ごみ

処理施設組合規約の一部を変更する協議に

ついてでございますが、提案理由は省略い

たします。 

  主な質疑ですが、今回の規約変更により、

経費の負担割合が変更されるが、その理由

はとの質疑に対し、負担割合の変更につい

ては組合においてごみ量で按分するのか、

人口割で按分するのか等、これまで様々な

検討がされました。建設当時は、ごみの分

別を進め減量を図るために、可燃ごみ量に

よる按分としていましたが、現在では分別

もかなり浸透してきており、可燃ごみだけ

ではなくペットボトルなどの資源ごみも搬

入されていることから、今後は搬入される

総ごみ量の按分に変更し、構成市町全体と

してごみ減量に取り組むということで変更

するものですとの答弁でした。 

  これから、施設管理・施設運営費の負担

割合が総ごみ量で決まるということだが、

町として、ごみの削減に向けて今後どのよ

うな取組をしていくのかとの質疑に対し、

生ごみの水切りによる可燃ごみの減量、植

木剪定枝のチップ化、廃食油の回収、フー

ドロスの削減、マイボトルの持参などの取

組を広げていければと考えていますとの答

弁でした。 

  施設管理・運営経費の新たな負担割合は、

なぜ令和14年からの施行なのかとの質疑に

対し、令和12年度中に製品プラスチックの

分別収集が始まる予定で、その実績を踏ま

え、令和14年度から施行するものですとの

答弁でした。 

  質疑を終結し、討論はなく、採決に移り、

挙手全員で可決されました。 

  次に、第62号議案、令和７年度豊能町一

般会計補正予算（第７回）の件（関係部分

のみ）でございますが、提案理由は省略い

たします。 

  主な質疑でございますが、町のバスにつ

いては、これからますます修繕が増えてく

ると思うが、修繕ができなくなるまで使用

するのか。また、教育委員会で送迎バスを

購入予定だが、送迎以外のときは他の用途

で使用可能だと思うが、どう考えているの

かとの質疑に対し、年々老朽化し、修繕費

がかさんでいますが、現在、行財政改革の

取組の中でもバスの運用方法について検討

中です。 

  なお、教育委員会で購入予定のバスにつ
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いては、新学校開校後の使用方法を現在検

討中ですので、運行状況を見ながら検討し

ていきますとの答弁でした。 

  旧双葉保育所解体工事に関わる実施設計

業務の委託料を増額する理由はとの質疑に

対し、令和10年４月の供用開始を目指す東

地区公共施設再編整備に合わせ、今回、旧

双葉保育所の解体を進めていくためですと

の答弁でした。 

  余野地区商業施設開設負担金を増額する

理由は、また、新たにトイレを設置する理

由はとの質疑に対し、当初予定していなか

った地盤改良工事やフェンスの設置などの

土木造成工事、トイレの設置などによる費

用をコメリ側に支払う負担金になります。

また、トイレの新規設置については当初、

コメリ店舗のトイレの借用を考えていまし

たが、手狭であることやさらなるにぎわい

を考え、新設すべきであると考えたもので

すとの答弁でした。 

  がけ地近接等危険住宅移転事業補助金に

おいて申請がなく、減額するとのことだが、

これまで対象となる住民にどのように周知

していたのか、今後はレッドゾーン等の住

民には個別に周知するなど、積極的にＰＲ

したほうがよいのではないかとの質疑に対

し、これまで広報誌、ホームページの掲載、

自治会長会でのチラシ配布で周知をしてい

ました。今後は、大阪府などとも調整しな

がら対象となる住民にはビラを配るなど、

対応を検討していきますとの答弁でした。 

  質疑を終結し、討論はなく、採決に移り、

挙手全員で可決されました。 

以上が総務建設常任委員会に付託されま

した２議案の審査の結果でございます。 

これで委員会の報告を終わります。 

○議長（永並 啓君） 

  次に、福祉教育常任委員会、寺脇直子委

員長。 

○福祉教育常任委員会委員長（寺脇直子君） 

  それでは、御指名いただきましたので、

福祉教育常任委員会の報告をさせていただ

きます。 

  福祉教育常任委員会は、令和７年12月５

日午前９時30分より開会し、午後３時14分

に閉会いたしました。 

  委員会の出席者は、内田副委員長、林委

員、管野委員、永並委員、小寺委員、私、

委員長の寺脇の計６名であります。委員外

出席として中川副議長が出席いたしました。 

  当委員会に付託されました議案は11議案

であります。 

  審査の内容を報告いたします。 

  第55号議案、豊能町乳児等通園支援事業

の設備及び運営の基準を定める条例制定の

件でございますが、提案理由は省略いたし

ます。 

  主な質疑でございますが、条例制定によ

り、こども誰でも通園制度や一時預かり事

業の変更点の周知について、ホームページ

や広報だけではなく、個別通知などを行っ

てはどうかとの質疑に対し、個別通知を行

うかは今後検討していきますが、全ての方

に周知が行き渡るように努めていきたいと

思いますとの答弁でした。 

東地区ではふたば園で行い、西地区では

すきっぷで行うとのことだが、吉川保育所

で実施できない理由はとの質疑に対し、吉

川保育所で実施できないと判断した経緯に

ついては、吉川保育所は定員90名ですが、

来年度は118名の予定をしています。日中子

どもを受け入れるために必要な保育士は27

名であり、そのほか早朝延長の保育士も必

要です。また今年度の状況として、正職員、

会計年度任用職員では、定足数を満たすこ

とができず、派遣保育士を７名配置してい

ます。来年度の保育士の確保状況次第では、

保育所運営の支障も懸念されることから、
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吉川保育所での実施は困難だと判断しまし

たとの答弁でした。 

他市町の住民も豊能町の施設を利用でき

るということだが、豊能町の住民が優先的

に利用することができるのかとの質疑に対

し、豊能町の住民の優先枠を設けることは

可能ですが、他市町の住民の利用を禁止す

ることはできません。優先枠の設け方につ

いては、国のほうから詳細が示されていな

いため、今後検討していきたいと思います

との答弁でした。 

施設の利用時、昼食について給食などの

提供はあるのかとの質疑に対し、ふたば園

において給食の提供は考えていません。昼

食が必要な場合は、保護者にお弁当などを

持参していただき、昼食時間を設けること

を想定していますとの答弁でした。 

定員６名の基準については。また、利用

人数が増えた場合、定員を増やすことは考

えているのかとの質疑に対し、定員６名に

設定した理由については、子ども・子育て

支援事業計画策定時の人口推計、未就園児

の状況から、利用者の想定を割り出しまし

た。定員枠の増加については、保育士、保

護者のニーズや待機児童の状況次第で検討

していきたいと思いますとの答弁でした。 

質疑を終結し、討論はなく、採決に移り、

挙手全員で可決されました。 

第56号議案、豊能町立認定こども園条例

改正の件でございますが、提案理由は省略

いたします。 

主な質疑でございますが、こども誰でも

通園制度をふたば園で実施するに当たり、

施設改修や保育士の人材確保はできている

のかとの質疑に対し、現在、乳児棟２階で

子育て支援事業を実施している部屋の隣の

部屋を活用予定であり、改修等の必要はな

いと考えています。 

保育士の人材確保については、現状の保

育士のシフト調整や新たに保育士を確保す

ることで、子どもが安全に利用できる体制

に努めていきたいと思いますとの答弁でし

た。 

質疑を終結し、討論はなく、採決に移り、

挙手全員で可決されました。 

第57号議案、豊能町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例等

改正の件でございますが、提案理由は省略

いたします。 

主な質疑でございますが、豊能町には地

域限定保育士は在籍しているのかとの質疑

に対し、豊能町での採用実績はありません。

大阪府は国家戦略特別区に認定されている

ため、地域限定保育士試験は実施されてい

ますが、豊能町に居住していることまでは

把握していませんとの答弁でした。 

今後、豊能町では、地域限定保育士は採

用していくのかとの質疑に対し、現在、豊

能町の保育士採用試験には地域限定保育士

は含めていませんが、今後は他市を参考に

しながら、採用枠の幅を広げる観点からも

検討していきますとの答弁でした。 

質疑を終結し、討論はなく、採決に移り、

挙手全員で可決されました。 

第58号議案、工事請負契約の締結につい

てでございますが、提案理由は省略いたし

ます。 

主な質疑でございますが、応札がなかっ

たため、２か年に分けて工事を行うという

ことだが、黒板、配膳室等は今年度に行い、

その他の工事は来年度中には完了するのか

との質疑に対し、２か年で計画を進めてお

り、今年度は教室の黒板、エアコン、給食

の配膳室の改修を３月末に完了し、そのほ

か、屋上防水工事、体育館の手洗い工事等

は、令和８年度中に完了することで進めて

います。児童生徒の学習機会が損なわれる

ことがないように調整していきますとの答
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弁でした。 

入札が不落になり、随意契約するに当た

り、業者との予定価格を下回る協議をした

ということだが、金額を下げたことにより、

施工品質は保たれているのかとの質疑に対

し、仕様どおりの施工することを前提とし

て、業者には学校現場を再三確認してもら

い調整しました。また、工事の完了後には

適切に検査を行っていきますとの答弁でし

た。 

質疑を終結し、討論はなく、採決に移り、

挙手全員で可決されました。 

第59号議案、指定管理者の指定について

でございますが、提案理由は省略いたしま

す。 

主な質疑でございますが、施設の老朽化

による修繕などは指定管理者、町のどちら

が行うことになるのかとの質疑に対し、協

定の中でリスク分担を決めていきます。建

物自体の大規模修繕については、両者の中

で協議をしていき負担割合を考えていく規

定になっていますとの答弁でした。 

利用者の工賃の向上について、国のほう

でも上げている傾向だが、どのように考え

ているのかという質疑に対し、工賃の向上

については、利用者のやりがいにもつなが

ることや、昨今の賃金上昇、物価上昇に対

応していく上でも必要だと思います。事業

者のほうからも工賃の向上についても検討

していくと聞いていますとの答弁でした。 

採点の基準について、経営の安定性・継

続性や収支計画の項目で点数にばらつきが

あるが、どのような判断なのかとの質疑に

対し、経営の安定性・継続性については、

現在の指定管理者の実績から、信頼してい

るということで点数が高くなっています。 

収支計画については、申請者Ｂが指定管

理料の縮減が図られていたことや、現在の

指定管理者の収支計画では大規模修繕を含

まれていることにより、収支がマイナスに

なっていた年があったということが要因で

すとの答弁でありました。 

質疑を終結し、討論はなく、採決に移り、

挙手全員で可決されました。 

第60号議案、指定管理者の指定について

でございますが、提案理由は省略いたしま

す。 

主な質疑でございますが、前回の指定期

間は４年間だが、今回５年間になった理由

はとの質疑に対し、前回の４年間について

は、令和８年開校の学校等の再編に合わせ

てのことでした。今回、指定管理の検討部

会で議論し、機器等のリース期間が５年で

あったことから、５年に合わせましたとの

答弁でありました。 

今回の応募で１者のみだったとのことか

ら、どのような周知をしたのかとの質疑に

対し、前回と異なる周知については、公募

日の20日前から町ホームページに掲載し、

ＯＳＡＫＡ指定管理公募情報ポータルサイ

トに掲載したことです。また、豊能地区３

市２町の体育大会の会議において、各市町

の指定管理者に情報提供の依頼や、前回選

定時にヒアリングした業者や近隣市町の業

者にヒアリングを行いましたとの答弁でし

た。 

ヒアリングは何者に対して行ったのかと

の質疑に対し、５者に行いましたとの答弁

でした。 

令和６年度に500万円の赤字が出ている原

因はとの質疑に対し、利用者の減少が考え

られます。一番多かった平成29年は19万

2,000人ですが、令和６年は16万2,000人と

なっており、３万人程度落ち込んでいます

との答弁でした。 

質疑を終結し、討論はなく、採決に移り、

挙手全員で可決されました。 

第62号議案、令和７年度豊能町一般会計
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補正予算（第７回）の件でございますが、

提案理由は省略いたします。 

主な質疑でございますが、吉川保育所の

漏水について、２か月に一度、水道使用料

の通知が届くにもかかわらず、半年間気づ

くことができなかったのはなぜか。また、

責任者である所長は支払い等に関与するこ

とはないのかとの質疑に対し、水道使用料

の通知は受け取っていますが、半年間見逃

していました。また、施設管理運営や支払

いの権限は所長が持っていますとの答弁で

した。 

再発防止についてはどうするのかとの質

疑に対し、今後については、２か月に一度

の請求だけでなく、施設を所管する所園長

に対しては、小まめに水道メーターやパイ

ロットランプを確認するように指示を出し

ています。また今回の件に関しては、所長

に厳しく指導していきますとの答弁であり

ました。 

質疑を終結し、討論はなく、採決に移り、

挙手全員で可決されました。 

第63号議案、令和７年度豊能町国民健康

保険特別会計事業勘定補正予算の件でござ

いますが、提案理由は省略いたします。 

主な質疑でございますが、出産育児一時

金給付事業について増額補正する要因はと

の質疑に対し、当初予算１人当たり50万円

の３人分で150万円分を計上していました。

現時点で既に３人分支給していますので、

新たに対象者が１名出てきた場合に対応す

るための増額補正ですとの答弁でした。 

質疑を終結し、討論はなく、採決に移り、

挙手全員で可決されました。 

第64号議案、令和７年度豊能町国民健康

保険特別会計診療所施設勘定補正予算の件

でございますが、提案理由は省略いたしま

す。 

特段の質疑・討論はなく、採決に移り、

挙手全員で可決されました。 

第65号議案、令和７年度豊能町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１回）の件で

ございますが、提案理由は省略いたします。 

特段の質疑・討論はなく、採決に移り、

挙手全員で可決されました。 

第66号議案、令和７年度豊能町介護保険

特別会計事業勘定補正予算（第２回）の件

でございますが、提案理由は省略いたしま

す。 

主な質疑でございますが、介護認定審査

会負担金について、当初の予算で計上すべ

きではないのかとの質疑に対し、当初予算

で計上すべきですが、当初予算要求時に人

件費の補正があったため、計上することが

できませんでしたとの答弁でした。 

独居高齢者見守り事業の利用状況と今後

の見通しはとの質疑に対し、目標人数を150

人としていますが、４月当初は70人で開始

し、現在120人です。また、利用準備を進め

ている方が10人います。この制度は、社会

福祉協議会との共同で行っていることや、

民生委員児童委員協議会の委員の方の協力

もあり、必要な方への周知は行き渡ってい

ると実感していることから、利用数は落ち

着いてきていると思いますとの答弁でした。 

質疑を終結し、討論はなく、採決に移り、

挙手全員で可決されました。 

以上が福祉教育常任委員会に付託されま

した11議案の審査の結果でございます。 

これで委員会の報告を終わります。 

○議長（永並 啓君） 

  これより、委員長報告に対する質疑を行

います。 

  審議がスムーズに行われるということと、

委員会の意思の安定という原則があります

ので、当該委員会所属の委員各位の質疑は

差し控えていただくようお願い申し上げま

す。 
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  第55号議案から第66号議案までの12件に

対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  質疑を終結いたします。 

  続きまして、第55号議案に対する討論を

行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第55号議案「豊能町乳児等通園支援事業

の設備及び運営の基準を定める条例制定の

件」に対する委員長の報告は、可決であり

ます。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永並 啓君） 

  起立全員であります。 

  よって、第55号議案は委員長報告のとお

り可決されました。 

  次に、第56号議案に対する討論を行いま

す。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第56号議案「豊能町立認定こども園条例

改正の件」に対する委員長の報告は、可決

であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永並 啓君） 

  起立全員であります。 

  よって、第56号議案は、委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第57号議案に対する討論を行いま

す。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第57号議案「豊能町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例等

改正の件」に対する委員長の報告は、可決

であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永並 啓君） 

  起立全員であります。 

  よって、第57号議案は、委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第58号議案に対する討論を行いま

す。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第58号議案「工事請負契約の締結につい

て」に対する委員長の報告は、可決であり

ます。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永並 啓君） 

  起立全員であります。 

  よって、第58号議案は、委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第59号議案に対する討論を行いま

す。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第59号議案「指定管理者の指定について」
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に対する委員長の報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永並 啓君） 

  起立全員であります。 

  よって、第59号議案は、委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第60号議案に対する討論を行いま

す。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第60号議案「指定管理者の指定について」

に対する委員長の報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永並 啓君） 

  起立全員であります。 

  よって、第60号議案は、委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第61号議案に対する討論を行いま

す。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第61号議案「猪名川上流広域ごみ処理施

設組合規約の一部を変更する協議について」

に対する委員長の報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永並 啓君） 

  起立全員であります。 

  よって、第61号議案は、委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第62号議案に対する討論を行いま

す。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第62号議案「令和７年度豊能町一般会計

補正予算（第７回）の件」に対する委員長

の報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永並 啓君） 

  起立全員であります。 

  よって、第62号議案は、委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第63号議案に対する討論を行いま

す。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第63号議案「令和７年度豊能町国民健康

保険特別会計事業勘定補正予算（第１回）

の件」に対する委員長の報告は、可決であ

ります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永並 啓君） 

  起立全員であります。 

  よって、第63号議案は、委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第64号議案に対する討論を行いま

す。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 
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  第64号議案「令和７年度豊能町国民健康

保険特別会計診療所施設勘定補正予算（第

１回）の件」に対する委員長の報告は、可

決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永並 啓君） 

  起立全員であります。 

  よって、第64号議案は、委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第65号議案に対する討論を行いま

す。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第65号議案「令和７年度豊能町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１回）の件」

に対する委員長の報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永並 啓君） 

  起立全員であります。 

  よって、第65号議案は、委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第66号議案に対する討論を行いま

す。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第66号議案「令和７年度豊能町介護保険

特別会計事業勘定補正予算（第２回）の件」

に対する委員長の報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永並 啓君） 

  起立全員であります。 

  よって、第66号議案は、委員長報告のと

おり可決されました。 

  日程第２「第67号議案 豊能町一般職の

職員の給与に関する条例改正の件」、日程

第３「第68号議案 豊能町特別職の職員の

給与に関する条例改正の件」及び日程第４

「第69号議案 豊能町議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例改正の件」、

以上３件については提案理由が関連するも

のですので、一括議題にしたいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、第67号議案から第69号議案まで

を一括議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  それでは、第67号議案、豊能町一般職の

職員の給与に関する条例改正の件、第68号

議案、豊能町特別職の職員の給与に関する

条例改正の件及び第69号議案、豊能町議会

議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例改正の件につきまして、一括して御説明

申し上げます。 

議案書追加分の３ページから19ページま

で、並びに各条例の概要資料、新旧対照表

を併せて御覧ください。 

まず初めに、３ページの議案書をお開き

ください。 

第67号議案、豊能町一般職の職員の給与

に関する条例改正の件について、御説明申

し上げます。 

改正の理由といたしまして、本年８月の

人事院勧告を受け、国において行われる一

般職の職員の給与に関する法律等の一部を
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改正する法律の改正内容に準じて改正を行

うものでございます。 

令和７年４月１日に適用する項目を第１

条として改正し、改正内容につきましては、

まず１点目として、交通用具使用者に支給

される通勤手当額について、通勤距離区分

別に一部の区分で増額を行うものでござい

ます。 

２点目として、令和７年12月に支給する

期末勤勉手当を0.05月分引き上げ、年間支

給月数を4.6月分から4.65月分に改定するも

のでございます。 

３点目として、給料表を引き上げ、本年

４月に遡り改定し、行政職給料表で平均改

定率を3.3パーセントとするものでございま

す。 

続いて、令和８年４月１日から施行する

項目を第２条として改正し、改正内容につ

きましては、まず１点目として、新規採用

職員に対し適用される給料月額の時給換算

額が最低賃金を考慮して規則で定める額を

下回るときに、その差額を補塡するための

手当として、初任給調整手当を新設するも

のでございます。 

２点目として、令和７年度から都道府県

単位とされた地域手当の級地別割合につき

まして、大阪府における令和８年度の給付

割合とするものでございます。 

３点目として、交通用具使用者に支給さ

れる通勤手当の通勤距離区分の上限を60キ

ロ超えまでから100キロ超えまで拡大するほ

か、駐車場利用に要する費用に対して通勤

手当を支給するものでございます。 

４点目として、第１条で改定した期末勤

勉手当の支給月数を令和８年以降、６月と

12月で均等になるように改定するものでご

ざいます。 

附則といたしまして、この条例は公布の

日から施行するものですが、第１条の改正

後の規定は令和７年４月１日から適用し、

第２条の規定は令和８年４月１日から施行

するものでございます。 

続きまして、議案書の15ページをお開き

ください。 

第68号議案、豊能町特別職の職員の給与

に関する条例改正の件につきまして、御説

明申し上げます。 

第１条で、令和７年12月に支給する期末

手当を0.05月分引き上げ、年間支給月数を

4.5か月から4.55月分に改定し、第２条にお

いて、第１条で改定した期末手当の支給月

数を令和８年以降、６月と12月で均等にな

るように改定するものでございます。 

この条例は公布の日から施行し、第１条

の改定の規定は令和７年12月１日から適用

し、第２条の規定は令和８年４月１日から

施行するものでございます。 

また、令和７年12月に町長に支給する期

末手当は、従前どおり年間支給月数を4.3月

分とするものでございます。 

続いて、議案書の18ページをお開きくだ

さい。 

第69号議案、豊能町議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例改正の件につ

いて、御説明申し上げます。 

改正内容につきましては、第68号議案の

特別職の給与条例改正に準じて期末手当を

改定し、令和７年12月に支給する期末手当

を0.05月分引き上げ、年間支給月数を4.5月

分から4.55月分に改定し、令和８年以降、

６月と12月で均等になるように改定をする

ものでございます。 

説明は以上でございます。御審議いただ

き、御決定賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（永並 啓君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  中川敦司議員。 
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○７番（中川敦司君） 

  中川です。 

  今、三つの議案を御説明いただきました。

全部人事院勧告に関するような内容という

ことで一括の説明でございましたけれども、

それぞれ、例えば第67号議案における影響

額、上がることによってどれぐらいの金額

が発生するのか、第68号議案の特別職に関

しても同様に、今回の人事院勧告に伴いア

ップすることによってどれだけの額が生じ

るのか及び第69号の議員の期末手当、こち

らのほうにつきましても同様に金額的にど

れだけ影響が出るのか、その額をお示しい

ただきたく思います。 

○議長（永並 啓君） 

  この際、少しの間、暫時休憩いたします。 

（午後１時39分 休憩） 

（午後１時40分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  今回の人勧の改定による影響額でござい

ますが、まず一般職員の影響額が3,520万

1,000円を見込んでございます。特別職につ

きましては、これはちょっと議員報酬と三

役の影響額を合算しておるんですが、305万

6,000円で、合計で3,825万7,000円の影響額

を見込んでおる次第でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  再度、答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  すみません、ちょっと内訳の説明が足り

ませんでした。 

  特別職内訳でございますが、三役のほう

の影響額が７万3,000円、議員報酬の影響額

でございますが16万6,000円を見込んでござ

います。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○７番（中川敦司君） 

  御答弁ありがとうございます。 

  結局、特別職の方については、お二人合

わせて７万3,000円というふうなことですよ

ね。議員のほうの部分については、12人ト

ータルして16万6,000円という数値で、御答

弁ありがとうございました。 

  当然ながら議員の12で等分できるわけで

はないですけれども、これぐらいのアップ

額にとどまるということで、ありがとうご

ざいます。 

  次に、もう一点お伺いしたいのは、職員

の方の今回の改正の中で、金額的なものじ

ゃなくて、交通費の部分について、100キロ

以上を上限とするっていうふうな距離区分

の新設とありましたけれども、これについ

ては、まさかうちの地域においてはこれに

該当するような方はいらっしゃらないです

よね。あるのかどうかお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  先ほどの御質問ですが、その100キロを超

えるような方はいらっしゃいません。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○７番（中川敦司君） 

  ３回目です。あともう一点、すみません。

その100キロ以上というそこの文言の下に、

駐車場等の利用に関する通勤手当の新設等

ございましたけれども、駐車場っていいま

すと、職員の方がこの役場近くまでやって

きて、ここにとめる駐車場代といったもの
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もあるかもしれない、その逆というか、あ

るかどうか分からないけれども、例えば最

寄りの住んでる地域のどっか駅に車をとめ

て、そこから電車とかバスで来るような場

合、そういった場合の駐車料金といったも

のもこれに該当するのか、その辺りを最後

にお伺いさせていただきます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  今回、この駐車場の細かいところはまだ

はっきりと国から示されてございません。 

  おっしゃってるように駐車場代が、実際

お借りになってて一定費用がかかるという

のはその対象になろうかと思いますけれど

も、細かい規定は、これから国からの通知

待ちというんですか、そういう状況がござ

いますので、それを見て今後整理していき

たいと思ってございます。 

○議長（永並 啓君） 

  ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  才脇明美議員。 

○６番（才脇明美君） 

  第69号議案、議員期末手当の引上げにつ

いて、反対の立場から討論いたします。 

本町は、厳しい財政状況の中で、東西の

公共施設再編に加え、小中学校の統廃合と

いう大きな決断にも踏み込んでいます。そ

して、交通の不便、子育て支援、獣害対策、

整形外科誘致など、住民生活に直結する課

題も山積しております。こうした中で、議

会が自らの期末手当を上げることは、町民

の理解を得られるものではありません。 

人事院勧告は、一般職員の給与調整、処

遇調整のための制度であり、勤務形態の異

なる議員に適用するべきではありません。 

政治とは、自らを律し、優先すべきもの

にこそ予算を振り向ける覚悟であります。

豊能町が未来へ進むためには、私たち議員

こそ、町民に対して誠実でなければなりま

せん。 

大阪維新の会として、その信念に基づき、

私は本議案に反対いたします。 

以上で討論を終わります。 

○議長（永並 啓君） 

  続いて、賛成討論はございますでしょう

か。 

  池田忠史議員。 

○５番（池田忠史君） 

  第60号議案について、賛成の立場から討

論させていただきます。 

  これは毎回、議会のたびに同じ話がある

んですけれども、議員の場合、議員で報酬

は決めることができます。上げようと思え

ば幾らでも上げられるし、幾らでも下げよ

うと思えば下げられる。ただ、そういった

ものではなく、やはり何かの基準がある、

それが人事院勧告。 

  先ほど、人事院勧告は一般職ということ

で、もちろんそのとおりなんですけれども、

でも、公務員である者に対する勧告であり

ますので、一応議員も特別地方の公務員で

ある以上、参考にすることはできると思う

んです。 

  ですので、上げるときは上げる、人事院

勧告が上げるときは上げる、下げるときは

下げる、その基準をそのまま遵守すればい

いと思いますので、今回は上げるという形

になっておりますので、そのまま上げると

いう形でいいと思います。 

以上で終わります。 

○議長（永並 啓君） 
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  引き続き、討論はございますか。反対討

論があれば。 

  管野英美子議員。 

○９番（管野英美子君） 

  ９番・無所属の管野英美子でございます。 

第69号議案、豊能町議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例改正の件を、

反対の立場で討論いたします。 

私たち地方議員の給与は、「報酬」と呼

ばれています。報酬とは、労働に対する対

価との位置づけです。常勤職員のような生

活給ではありません。特別職や議員には勤

勉手当という概念がありませんから、期末

手当を引き上げる根拠もありません。そし

て、人事院勧告にも準拠していませんので、

町職員と同様に引き上げることは妥当でな

いと考えています。 

財政難です。この２年間、シートスのバ

スケットゴールの購入をお願いしても、老

朽化の施設においては優先順位は低いよう

で、いまだに設置されていません。生徒た

ちがあれだけ切望されているのに、1,000万

円が出せないようです。これは一例にすぎ

ません。 

財政難です。私は、議員の期末手当の増

額には反対です。よって、第69号議案には

反対いたします。 

○議長（永並 啓君） 

  ほかに討論ございますか。 

  中川敦司議員。 

○７番（中川敦司君） 

  中川です。 

第69号議案に賛成の立場で討論をさせて

いただきます。 

人事院勧告に関わるこの議案に関しまし

ては、毎年のようにやってきてございます。

昨年もちょうどこの同じような時期にござ

いました。 

当時、近隣の市町村といった地域と比べ

て、豊能町の議会といたしましては、0.2か

月の差があったというようなことも私、申

し上げさせていただきました。そういった

各地域との格差が出ているという、そうい

ったものをしっかりとそろえていく、そう

いった意味においても、やはりこれは賛成

すべきというふうな形で私は昨年も賛成を

させていただきました。 

ところが、今回またこれを反対するとな

りましたら、また各近隣の地域との格差が

また開いていくといったことにもなりかね

ない、そのように思っております。 

先ほどからいろいろと討論されておりま

すけども、議員の報酬に関する、そういう

ふうなことだからこそ、議員で判断するの

ではなく、この人事院の勧告という客観的

な基準といったものに準じて、上げるとき

を上げる、下げるときは下げる、それが私

はふさわしいと思っており、今回賛成をさ

せていただきます。 

以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  ほかに討論ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第67号議案は、原案のとおり決すること

に賛成の方は起立願います。 

（多数起立10：１） 

○議長（永並 啓君） 

  起立多数であります。 

  よって、第67号議案は原案のとおり可決

されました。 

これより採決を行います。 

  第68号議案は、原案のとおり決すること

に賛成の方は起立願います。 

（多数起立10：１） 

○議長（永並 啓君） 
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  起立多数であります。 

  よって、第68号議案は原案のとおり可決

されました。 

これより採決を行います。 

  第69号議案は、原案のとおり決すること

に賛成の方は起立願います。 

（多数起立６：５） 

○議長（永並 啓君） 

  起立多数であります。 

  よって、第69号議案は原案のとおり可決

されました。 

  日程第５「第70号議案 令和７年度豊能

町一般会計補正予算（第８回）の件」、日

程第６「第71号議案 令和７年度豊能町国

民健康保険特別会計事業勘定補正予算（第

２回）の件」、日程第７「第72号議案 令

和７年度豊能町国民健康保険特別会計診療

所施設勘定補正予算（第２回）の件」及び

日程第８「第73号議案 令和７年度豊能町

介護保険特別会計事業勘定補正予算（第３

回）の件」、以上４件については提案理由

が関連するものですので、一括議題にした

いと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、第70号議案から第73号議案まで

を一括議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  それでは、第70号議案、令和７年度豊能

町一般会計補正予算（第８回）の件、第71

号議案、令和７年度豊能町国民健康保険特

別会計事業勘定補正予算（第２回）の件、

第72号議案、令和７年度豊能町国民健康保

険特別会計診療所施設勘定補正予算（第２

回）の件、第73号議案、令和７年度豊能町

介護保険特別会計事業勘定補正予算（第３

回）の件につきまして、一括してその提案

理由を御説明申し上げます。 

これら四つの補正予算につきましては、

先ほど御説明いたしました。第67号議案、

第68号議案、及び第69号議案の条例改正に

伴い、増額が必要となります人件費を補正

するものでございます。 

まず、第70号議案、一般会計でございま

すが、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞ

れ2,734万5,000円を増額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 98億 7,445万

3,000円とするものでございます。 

次に、第71号議案、国民健康保険特別会

計事業勘定でございますが、既定の歳入歳

出予算の総額にそれぞれ146万円を増額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24

億3,637万5,000円とするものでございます。 

次に、第72号議案、国民健康保険特別会

計診療所施設勘定でございますが、既定の

歳入歳出予算の総額にそれぞれ30万円を増

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ9,988万5,000円とするものでございま

す。 

次に、73号議案、介護保険特別会計事業

勘定でございますが、既定の歳入歳出予算

の総額にそれぞれ152万円を増額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ26億4,978

万円とするものでございます。 

それぞれの会計の歳入につきましては、

一般会計は財政調整基金繰入金の増額、そ

の他の特別会計につきましては、一般会計

からの繰入金の増額を行うものでございま

す。 

なお、それぞれの補正予算書の冒頭に第

１表 歳入歳出予算補正を、末尾に給与費

明細書を掲載しておりますので、御参照く

ださいますようお願いいたします。 

説明は以上でございます。御審議いただ
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き、御決定賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第70号議案は原案のとおり決することに

賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永並 啓君） 

  起立全員であります。 

  よって、第70号議案は原案のとおり可決

されました。 

  これより採決を行います。 

  第71号議案は原案のとおり決することに

賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永並 啓君） 

  起立全員であります。 

  よって、第71号議案は原案のとおり可決

されました。 

  これより採決を行います。 

  第72号議案は原案のとおり決することに

賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永並 啓君） 

  起立全員であります。 

  よって、第72号議案は原案のとおり可決

されました。 

  これより採決を行います。 

  第73号議案は原案のとおり決することに

賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永並 啓君） 

  起立全員であります。 

  よって、第73号議案は原案のとおり可決

されました。 

  以上で、12月定例会議に付された事件は

全て終了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  12月定例会議は本日で閉会したいと思い

ます。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（永並 啓君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、12月定例会議は本日で閉会する

ことに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  12月定例会議の閉会に当たり、町長から

御挨拶がございます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  それでは、令和７年12月定例会議の閉会

に当たりまして、一言御挨拶を申し上げさ

せていただきます。 

  今回の会議に御提案させていただきまし

た議案につきまして、慎重に御審議いただ

き、全て御決定いただきまして、誠にあり

がとうございました。 

  今回の会議でいただきました御意見など

につきましても、しっかりと配慮させてい

ただき、注意を払ってまいりたいと考えて

おりますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

  さて、かねてより地域の活性化、沿道の

にぎわいづくり、雇用の創出を目指して、

株式会社コメリ様と連携して進めてまいり

ました。コメリハード＆グリーン大阪豊能

店の工事が続いておりましたが、一昨日12

月10日午前９時にオープンいたしました。

大変多くの方が来られているとお聞きして
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ございます。喜ばしいことと思っていると

ころでございます。コメリ様におかれまし

ては、これからしっかりと地域に根差して、

末永くこの地で展開いただき、地域の活性

化、沿道のにぎわいづくりに努めていただ

ければと思っているところでございます。 

  また、町内では、大きな事業が目に見え

て動いてございます。 

  一つは、小中学校の再編に伴います義務

教育学校の整備工事で、吉川中学校の校舎

の大規模改修が大詰めを迎えております。

こちらにつきましては、来年４月に開校を

目指して、予定どおり進んでいる状況でご

ざいます。 

もう一つは、ダイオキシンを含む廃棄物

の管理施設につきましても、７月より本体

工事に着手をしており現在、廃棄物を格納

するための躯体工事を行っているところで

ございます。こちらの工事完了につきまし

ては、来年の６月を予定しているところで

ございます。 

結果として、四半世紀を超え28年、課題

として残っておりましたダイオキシン問題

もようやく解決に向かうことになるものと

考えてございます。 

このほか、これから50年先を見据えたコ

ンパクトなまちづくりを目指して、東地区

の義務教育学校の整備、公共施設の再編整

備、廃校となった小学校の跡地利活用に伴

う施設改修、さらには、耐震化できていな

い本庁の整備事業等を進めていく予定とし

ており、大きな事業が今後もここ数年続く

ものと思っているところでございます。 

もちろん財政上の問題は最優先にしなが

ら、日々安定した行財政運営に努めること

は当然でございますが、加えて、行財政改

革を実行しながら、豊能町の将来に向けて、

前に向いて取り組んでまいりたいと考えて

ございますので、議員の皆様におかれまし

ては、引き続きのお力添えをいただきます

ようよろしくお願いいたします。 

あと、国の状況といいますか、国で経済

対策として現在、臨時国会で審議をされて

おります重点支援地方交付金でございます

が、国は基本的な考え方として、エネルギ

ー、食料品価格等の物価高騰の影響を受け

た生活者や事業者の支援を主たる目的とす

る事業であって、交付金による支援の効果

が直接的に及ぶ事業に対して市町村に交付

するとしているところでございます。 

本町の作業状況でございますが、現在、

交付要件を踏まえながら事業の選定を行っ

ているところでございまして、まとまりま

したら改めて議会に御提案をさせていただ

きたいと考えているところでございますの

で、議員の皆様方には、御理解賜りますよ

うよろしくお願いを申し上げます。 

結びに、今インフルエンザが例年より早

く広範囲に流行しており、大阪府でも警報

レベルに達しているとお聞きをしてござい

ます。議員の皆様におかれましても、年の

瀬でございます、くれぐれも御自愛いただ

きますようお願い申し上げまして、少し早

いですが、来年は午年でございます。皆様

にとりましても、駿馬のごとく勢いに満ち

た飛躍の一年となりますように御祈念申し

上げまして、12月定例会議の閉会に当たり

ましての御挨拶とさせていただきます。あ

りがとうございました。 

○議長（永並 啓君） 

  これをもって、令和７年豊能町議会12月

定例会議を閉じ、散会といたします。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後２時05分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

第55号議案 豊能町乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準を定める条 

      例制定の件 

第56号議案 豊能町立認定こども園条例改正の件 

第57号議案 豊能町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め 

      る条例等改正の件 

第58号議案 工事請負契約の締結について 

第59号議案 指定管理者の指定について 

第60号議案 指定管理者の指定について 

第61号議案 猪名川上流広域ごみ処理施設組合規約の一部を変更する協議     

      について 

第62号議案 令和７年度豊能町一般会計補正予算（第７回）の件 

第63号議案 令和７年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算  

      （第１回）の件 

第64号議案 令和７年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定補正 

      予算（第１回）の件 

第65号議案 令和７年度豊能町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回） 

      の件 

第66号議案 令和７年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算（第２ 

      回）の件 

第67号議案 豊能町一般職の職員の給与に関する条例改正の件 

第68号議案 豊能町特別職の職員の給与に関する条例改正の件 

第69号議案 豊能町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例改正 

      の件 

第70号議案 令和７年度豊能町一般会計補正予算（第８回）の件 

第71号議案 令和７年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算  

      （第２回）の件 

第72号議案 令和７年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定補正 

      予算（第２回）の件 

第73号議案 令和７年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算（第３ 

      回）の件 
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  以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

令和  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員  ５番 

 

        同    ６番 

 


